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交 企 第 5 3 9 号

令 和 ６ 年 ３ 月 2 9 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県自動車運転代行業認定申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

この度、青森県自動車運転代行業認定申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例（令

和６年３月青森県条例第29号）が別添のとおり制定された。

制定の理由及び内容は下記のとおりであるから、事務処理上誤りのないようにされたい。

記

１ 制定の理由

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第63号）第51条により、自動車運転代行業の業

務の適正化に関する法律（平成13年法律第57号）が一部改正され、公安委員会が認定し

た者に交付する認定証が廃止されたことから、認定証の再交付及び認定証の書換えに関

する事務の廃止に伴う所要の整理を行うため制定されたものである。

２ 制定の内容

⑴ 自動車運転代行業認定証再交付手数料及び書換え手数料の廃止

第２条第２号の自動車運転代行業認定証再交付手数料及び同条第３号の自動車運転

代行業認定証書換え手数料に関する規定が削除された。

⑵ その他所要の整理

ア 題名の「等」を削除する等の整理

本条例に定める手数料は、自動車運転代行業認定申請手数料のみとなるから、題

名から「等」が、第１条から自動車運転代行業認定証再交付及び自動車運転代行業

認定証書換えに係る規定が削除された。

第２条及び第３条（見出しを含む。）中の「手数料」が「自動車運転代行業認定

申請手数料」に改められた。

イ 不還付規定の削除

申請手数料のみを定める条例には不還付規定は不要なため、第４条が削除された。

３ 施行期日



令和６年４月１日

担当：交通企画課 安全教育係



青
森
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

青
森
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
徴
収
条
例

青
森
県
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
等
徴
収
条
例

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車

十
三
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車

運
転
代
行
業
の
認
定
の
申
請
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

運
転
代
行
業
の
認
定
、
法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定

る
。

証
の
再
交
付
及
び
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
証
の

書
換
え
に
関
す
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

（
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
の
納
入
）

（
手
数
料
の
納
入
）

第
二
条

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば

は
、
一
万
二
千
円
の
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
ら
な
い
。

な
い
。

（
削
る
）

一

法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料

一
万
二
千
円

（
削
る
）

二

法
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
証
の
再
交
付
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
証
再
交
付
手
数
料

千
七
百
円

（
削
る
）

三

法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
運
転
代
行
業
の
認
定
証
の
書
換
え
を
受

け
よ
う
と
す
る
者

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
証
書
換
え
手
数
料

二
千
百
円

（
自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
の
納
入
方
法
）

（
手
数
料
の
納
入
方
法
）

第
三
条

自
動
車
運
転
代
行
業
認
定
申
請
手
数
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ

第
三
条

手
数
料
の
納
入
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
不
還
付
）

（
削
る
）

第
四
条

既
に
納
入
し
た
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。




四角形




線


線




